
大分剣連第 25084 号 

令 和７年 11 月 12 日 

  

各位   
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県剣連行事等の SNS 等投稿について(通達) 

 

 

拝啓 

 

時下ますます、ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より、大分県剣道連盟に対しまして、多大なるご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上

げます。 

さて、最近の SNS 問題には、個人情報の流出、誹謗中傷やネットいじめ、詐欺や犯罪被

害などが挙げられています。当剣道連盟行事についても SNS 等に投稿されていることもあ

り、この問題に対処するため別紙の通り行っていきたいと思います。各支部会員の皆様に

ご連絡をよろしくお願い致します。 

尚、同様に大分県剣道連盟ホームページにも掲載を致します。 

敬具 

 

 

 

連絡先：大分県剣道連盟 大分市西大道 1 丁目 1 番 76 号 

             ℡ 097-547-9980 Fax 097-547-9981 

 

 

 

 

              下記別紙に続きます 



別紙 

⚫ ＳＮＳ等の投稿について 

 

注意事項  

SNS 投稿時は、著作権・肖像権侵害、プライバシーへの配慮、個人情報・不確

かな情報の拡散防止、誹謗中傷や差別表現の禁止といった点に注意することが

必要。また、投稿内容はすべて記録されることを自覚し、安易に削除できない

ことを理解した上で、他者の受け取り方や炎上のリスクを考慮し、慎重に発信

する姿勢が重要とされている。  

以上の点から今後、大分県剣道連盟 (以下県剣連という )が実施する大会、講習

会及びその他行事等(以下県剣連行事等という )の動画を営利目的等で SNS 等に

投稿することを禁止する。但し、事前に県剣連の許可を得たものはその限りで

はない。上記以外の投稿については下記の通りとする。  

    

記  

 

1. 県剣連行事等を個人的に撮影した動画等を SNS 等に投稿する場合は、上記注意事項

を遵守して行うこと。その投稿について生じた責任は投稿者自身が負うものと

する。※県剣連は一切関与しない。  

 

2. 投稿内容が上記注意事項に違反する場合には県剣連の倫理規定に基づき処分を

行う場合がある。  

 

以上 


